
JP 2016-110005 A 2016.6.20

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マルチ画素構造により上下のサブピクセルを独
立の画素として使用する液晶表示装置において、上下の
サブピクセルの輝度の分離性能を画質低下等の弊害なく
向上させる。
【解決手段】液晶表示装置１００は、垂直方向に配列さ
れた２つの副画像の表示階調を個別に制御し、表示フレ
ームごとに１つの副画素が相対的に明るい副画素と相対
的に暗い副画素とを交互に繰り返すことにより、画像表
示部１８に画像表示を行わせる表示制御部（マイコン制
御部２２、オーバーシュート駆動部１６）と、入力画像
信号が静止画であるか動画であるかを判定する静止画判
定部２０を備える。表示制御部は、入力画像信号が示す
階調値と、オーバーシュート駆動により表示させる目標
階調との差を調整する調整量を決定し、決定した調整量
に基づいて、オーバーシュート駆動を実施する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直方向に配列された２つの副画素により１つの色画素が形成された液晶パネルを有す
る画像表示部と、
　前記１つの色画素を形成する２つの副画素の表示階調を個別に制御し、画像表示を行わ
せる副画素について、
表示フレームごとに１つの副画素が相対的に明るい副画素と相対的に暗い副画素とを交互
に繰り返すことにより、前記画像表示部に画像表示を行わせる表示制御部を有する液晶表
示装置であって、
　入力画像信号が静止画であるか動画であるかを判定する静止画判定部を備え、
　前記表示制御部は、前記画像表示部に表示させる表示フレームごとに、入力画像信号が
示す階調値を安定して表示するために前記階調値にオーバーシュートを持たせた階調を目
標階調とするオーバーシュート駆動を実施し、
　前記静止画判定部の判定結果に基づいて、前記入力画像信号が示す階調値と、前記オー
バーシュート駆動により表示させる前記目標階調との差を調整する調整量を決定し、該調
整量に基づいて、前記オーバーシュート駆動を実施することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の液晶表示装置において、前記調整量は、前記入力画像信号が動画であ
ると判定された場合より、前記入力画像信号が静止画であると判定された場合の方が大き
いことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の液晶表示装置において、
　前記入力画像信号の解像度を判定する解像度判定部を有し、
　前記表示制御部は、該解像度判定部の判定結果に基づいて、前記入力画像信号が示す階
調値と、前記オーバーシュート駆動により表示させる前記目標階調との差を調整する調整
量を決定し、前記解像度判定部の判定結果に基づいて決定した調整量は、前記入力画像信
号の解像度が相対的に高い場合、解像度が相対的に低い場合よりも大きく、
　前記静止画判定部の判定結果に基づいて決定した調整量と、前記解像度判定部の判定結
果に基づいて決定した前記調整量とに基づいて、前記オーバーシュート駆動を実施するこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１に記載の液晶表示装置において、
　前記静止画判定部により前記入力画像信号が動画であると判定された場合、前記静止画
判定部の判定結果に基づいて決定した前記調整量は、所定の演算により算出される動画の
動きの程度に基づいて、動画の動きが速い動画よりも、動画の動きが遅い動画の方が大き
い、ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１に記載の液晶表示装置において、
　前記表示制御部は、前記画像表示部の画面を複数の領域に分割して表示可能であり、
  前記画面を分割表示する場合、分割されたそれぞれの分割領域について前記調整量を決
定し、決定した分割領域ごとの調整量に基づいて、前記オーバーシュート駆動を実施する
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１に記載の液晶表示装置において、
　前記画像表示部の温度を計測する温度計測部を有し、
　前記表示制御部は、前記温度計測部による計測温度に応じて、前記入力画像信号が示す
階調値と、前記オーバーシュート駆動により表示させる前記目標階調との差を示す初期値
を設定し、該設定した初期値に対して前記調整量を適用して調整することにより、前記オ
ーバーシュート駆動により表示させる前記目標階調を決定して前記オーバーシュート駆動
を実施することを特徴とする液晶表示装置。
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【請求項７】
  請求項１～６のいずれか１に記載の液晶表示装置を備えたテレビジョン装置。
                                                                                
    
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置およびテレビジョン装置に関し、より詳細には、マルチ画素構
造により上下のサブピクセルを独立の画素として使用することで、入力画像信号の垂直方
向の解像度を倍にして表示する液晶表示装置およびテレビジョン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネルを用いた液晶表示装置の高画質化の一環として、いわゆる２Ｋ１Ｋ画
像と呼ばれるフルハイビジョン画像（例えば１９２０画素×１０８０画素前後）よりも解
像度の高い４Ｋ２Ｋ画像（例えば４０９６×２１６０画素）を表示可能な高解像度液晶パ
ネルを用いた液晶表示装置が提供されている。また、更なる高解像度化の要望も高く、４
Ｋ２Ｋ画像の縦横２倍の画素を有する、いわゆる８Ｋ４Ｋ画像を表示可能な液晶表示装置
も発表されている。
　しかしながら、現状では８Ｋ４Ｋ画像を表示可能とするための回路構成が大きく、コス
トアップの要因となっている。このような問題を改善するために、４Ｋ２Ｋの解像度をも
つ液晶パネルで疑似的に８Ｋ４Ｋ画像相当の画像を表示する、いわゆる疑似８Ｋ４Ｋ表示
が可能な液晶表示装置が検討されている。
【０００３】
　一方、液晶の応答速度を改善させるためのオーバーシュート駆動が知られている。例え
ば特許文献１には、外部からＬＣＤパネルに対して印加する階調設定電圧およびＣＯＭ設
定電圧をソースドライバの外部において可変にすることにより、液晶に印加する電圧値の
使用範囲を変更する液晶表示装置の駆動方法が開示されている。これにより階調数を減ら
すことなく、液晶の応答速度を高めることが可能とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在検討されている疑似８Ｋ４Ｋ表示可能な液晶表示装置は、４Ｋ２Ｋ画像を表示可能
な解像度を有する液晶パネル（４Ｋ２Ｋパネル）を用い、水平方向と垂直方向の解像度を
疑似的にそれぞれ倍にして、疑似８Ｋ４Ｋ表示を行わせる。
　ここでは、水平方向の解像度については、４Ｋ２Ｋパネルのサブピクセルとして、Ｒ（
赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｙ（黄）の４色を用い、これらのサブピクセルを水平方向に
ＲＧＢＹの順序で配置する。ここでは相対的に高輝度の２色のサブピクセルＧＹが離れて
配置される。そしてＲＧＢで１画素、ＢＹＲで１画素とみなして水平方向に８Ｋ分の画素
を表示させることにより、輝度解像的にはこれらの画素を完全に分離して表示させること
ができる。これにより水平方向の解像度が疑似的に８Ｋになる。
【０００６】
　また、垂直方向の解像度については、画素分割構造（マルチ画素構造）を備えた４Ｋ２
Ｋパネルのサブピクセルを使用して垂直方向の解像度を上げる方法が一般的である。画素
分割構造は、４Ｋ２Ｋパネルの１画素を構成する複数の色画素のそれぞれが、垂直方向に
２つの副画素（サブピクセル）に分割された構造とされる。この画素分割構造は、液晶パ
ネルの視野角を改善する目的で使用されるが、疑似８Ｋ４Ｋ表示を行うために、これらサ
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ブピクセルを独立した画素として使用することで、垂直方向の解像度を倍にすることが可
能となる。
【０００７】
　また４Ｋ２Ｋパネルにおいては、入力画像信号の１フレームを２つのサブフレームに分
割し、これら複数のサブフレームの合成により目的とする輝度階調が表現される。この時
に、１つの色画素を構成する２つのサブピクセルは、互いに輝度が異なるように設定され
、かつ、サブフレームごとに高輝度のサブピクセル（明サブピクセル）と低輝度のサブピ
クセル（暗サブピクセル）とが入れ替わるように制御される。この様子を図１２～図１４
に示す。
【０００８】
　図１２に示す駆動方法では、１つのサブピクセルの１フレーム期間の表示輝度は、この
サブピクセルを駆動する２つのサブフレームの表示輝度の平均となる。そして１つのフレ
ームを構成する２つのサブフレームの表示輝度が異なるように、各サブフレームの表示輝
度が設定される。ここでは２つのサブフレームの表示輝度の差が最大となるように各サブ
フレームの表示輝度が設定される。例えば、図１２の低輝度および中間輝度の場合には、
２つのサブフレームのうち、前のサブフレームの表示輝度を最低輝度（黒）とし、後のサ
ブフレームの表示輝度を表示すべき輝度の２倍の輝度とする。また、高輝度および最大輝
度では、後のサブフレームはいずれも最大輝度に設定され、前のサブフレームの表示輝度
の値でフレームの輝度の違いが表される。
【０００９】
　そして、各サブピクセルは、サブフレームごとに高輝度の明サブピクセルと低輝度の暗
サブピクセルとが入れ替わるように制御される。つまり、液晶表示装置では、図１３に示
すように、１画素（例えばＲＧＢＹ）を構成する各サブピクセルの表示輝度が市松模様に
なるように配されるとともに、サブフレームごとに各サブピクセルの明暗状態が入れ替わ
る。
【００１０】
　図１４は、入力画像信号の階調と、１つの色画素を構成する各サブピクセル（ＳＰ１、
ＳＰ２）の透過率との関係を説明するための図である。ここでは、入力画像信号の階調が
増加するに従って液晶の透過率が上がるが、明サブピクセルと、暗サブピクセルとの透過
率特性が異なっている。すなわち、明サブピクセルでは、入力画像信号が０階調のとき透
過率が０％（黒）であり、入力画像信号の増大に応じて徐々に透過率が増大し、１７６階
調付近で透過率が１００％（白）になる。１７６階調より上の階調では、白レベルが維持
される。
【００１１】
　一方、暗サブピクセルでは、入力画像信号が０階調のとき透過率が０％（黒）であり、
入力画像信号の増大したときに、１７６階調付近までは、透過率が０％のまま維持される
。そして、入力画像信号が１７６階調付近からさらに増大したときに、徐々に透過率が増
大し、入力画像信号が最高階調（例えば２５５階調）のときにその透過率が１００％（白
）となる。
【００１２】
　この駆動方法を使用する場合、上下のサブピクセルをいかに分離して駆動することがで
きるか、すなわち上下のサブピクセルの分離性能を上げられるか、により垂直方向の解像
度が影響を受ける。
　上記の方法でサブピクセルを駆動させる場合、０～２５５階調の入力画像信号のうち、
上下のサブピクセルを分離して表示することができるのは、０～１７６調までとなる。マ
ルチ画素構造の液晶パネルの特性上、入力画像信号が１７６階調以上になると、明サブピ
クセルだけでなく暗サブピクセルも点灯してしまうため、上下のサブピクセルの分離が十
分ではなくなる。
【００１３】
　また、このようなサブピクセルの分離性能の低下を避けるために、０～２５５階調の画
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像信号を０～１７６階調の範囲に圧縮して使用することができる。
　しかしながら、このような方法を用いても、明サブピクセルが点灯したときに暗サブピ
クセルが影響を受けて光漏れが生じ、上下のサブピクセルの輝度差がぼやける症状である
、いわゆる黒にじみが発生してしまう。
【００１４】
　この問題に対処する方法としては、ＣＳ電圧を上げることが考えられる。ＣＳ電圧は、
１つの色画素を構成する２つのサブピクセルのそれぞれに形成された保持容量に供給され
る電圧であり、このＣＳ電圧の振幅を制御することで、画像信号に対する透過率を明サブ
ピクセルと暗サブピクセルについて制御することができる。
　ＣＳ電圧を上げることにより、暗サブピクセルが点灯を開始する画像信号の階調を、高
階調側にシフトさせることができる。これにより、明サブピクセルの点灯時に暗サブピク
セルが影響を受けにくくすることで、明サブピクセルと暗サブピクセルとの輝度の分離性
能を向上させることができる。
【００１５】
　しかしながらＣＳ電圧を上げた場合、連続的な輝度データを表示し、かつ輝度データの
横方向がグレー背景である場合など、特定のパターンを表示する際に、画面の水平方向に
薄い線状のシャドーが発生する。これは液晶パネル内部のＣＳラインとソースラインの容
量結合によってソース信号が変化したときの影響により、ＣＳ信号にリップルが重畳され
るためである。
【００１６】
　特許文献１では、オーバーシュート駆動により液晶の応答性を改善させるようにしてい
る。液晶の応答性の改善により輝度の分離特性を向上できる可能性がある。
　特許文献１では、液晶で低階調領域を表示させるときにはその応答速度が遅いため、そ
の応答速度が遅い領域を使用せずにビット圧縮して表示させている。そしてビット圧縮に
オーバーシュート駆動を組み合わせて視認性を向上させようとしている。このときに、静
止画の場合には、ビット圧縮とオーバーシュート駆動を行うことなく、静止画の画質の劣
化を抑制するものとしている。しかしながら、マルチ画素構造で明サブピクセルと暗サブ
ピクセルとを交互に切り換える構成の場合、静止画に対してオーバーシュート駆動を行わ
ず、動画に対してのみオーバーシュート駆動を行うと、その原理上画質を効果的に向上さ
せることができない。この原理は下記の本発明に係る実施形態にて説明する。
【００１７】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、マルチ画素構造により上下
のサブピクセルを独立の画素として使用することで、入力画像信号の垂直方向の解像度を
倍にして表示する画像表示装置において、上下のサブピクセルの輝度の分離性能を画質低
下等の弊害なく向上させることを可能とした液晶表示装置およびテレビジョン装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、垂直方向に配列された２つの
副画素により１つの色画素が形成された液晶パネルを有する画像表示部と、前記１つの色
画素を形成する２つの副画素の表示階調を個別に制御し、画像表示を行わせる副画素につ
いて、表示フレームごとに１つの副画素が相対的に明るい副画素と相対的に暗い副画素と
を交互に繰り返すことにより、前記画像表示部に画像表示を行わせる表示制御部を有する
液晶表示装置であって、入力画像信号が静止画であるか動画であるかを判定する静止画判
定部を備え、前記表示制御部は、前記画像表示部に表示させる表示フレームごとに、入力
画像信号が示す階調値を安定して表示するために前記階調値にオーバーシュートを持たせ
た階調を目標階調とするオーバーシュート駆動を実施し、前記静止画判定部の判定結果に
基づいて、前記入力画像信号が示す階調値と、前記オーバーシュート駆動により表示させ
る前記目標階調との差を調整する調整量を決定し、該調整量に基づいて、前記オーバーシ
ュート駆動を実施することを特徴としたものである。
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【００１９】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記調整量が、前記入力画像信号が動画
であると判定された場合より、前記入力画像信号が静止画であると判定された場合の方が
大きいことを特徴としたものである。
【００２０】
　第３の技術手段は、第１または第２の技術手段において、前記入力画像信号の解像度を
判定する解像度判定部を有し、前記表示制御部は、該解像度判定部の判定結果に基づいて
、前記入力画像信号が示す階調値と、前記オーバーシュート駆動により表示させる前記目
標階調との差を調整する調整量を決定し、前記解像度判定部の判定結果に基づいて決定し
た調整量は、前記入力画像信号の解像度が相対的に高い場合、解像度が相対的に低い場合
よりも大きく、前記静止画判定部の判定結果に基づいて決定した調整量と、前記解像度判
定部の判定結果に基づいて決定した前記調整量とに基づいて、前記オーバーシュート駆動
を実施することを特徴としたものである。
【００２１】
　第４の技術手段は、第１～第３のいずれか１の技術手段において、前記静止画判定部に
より前記入力画像信号が動画であると判定された場合、前記静止画判定部の判定結果に基
づいて決定した前記調整量は、所定の演算により算出される動画の動きの程度に基づいて
、動画の動きが速い動画よりも、動画の動きが遅い動画の方が大きい、ことを特徴とした
ものである。
【００２２】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれか１の技術手段において、前記表示制御部は、
前記画像表示部の画面を複数の領域に分割して表示可能であり、前記画面を分割表示する
場合、分割されたそれぞれの分割領域について前記調整量を決定し、決定した分割領域ご
との調整量に基づいて、前記オーバーシュート駆動を実施することを特徴としたものであ
る。
【００２３】
　第６の技術手段は、第１～第５のいずれか１の技術手段において、前記画像表示部の温
度を計測する温度計測部を有し、前記表示制御部は、前記温度計測部による計測温度に応
じて、前記入力画像信号が示す階調値と、前記オーバーシュート駆動により表示させる前
記目標階調との差を示す初期値を設定し、該設定した初期値に対して前記調整量を適用し
て調整することにより、前記オーバーシュート駆動により表示させる前記目標階調を決定
して前記オーバーシュート駆動を実施することを特徴としたものである。
【００２４】
　第７の技術手段は、第１～第６の技術手段のいずれか１の液晶表示装置を備えたテレビ
ジョン装置である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、マルチ画素構造により上下のサブピクセルを独立の画素として使用す
ることで、入力画像信号の垂直方向の解像度を倍にして表示する液晶表示装置において、
上下のサブピクセルの輝度の分離性能を画質低下等の弊害なく向上させることを可能とし
た液晶表示装置およびテレビジョン装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による液晶表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】画面上に水平の直線を表示させる様子を示す図である。
【図３】垂直解像度を向上させる表示例を示す図である。
【図４】画像信号の動きの程度に応じた駆動パラメータの調整量を設定した静止画判定テ
ーブルの一例を示す図である。
【図５】計測温度に応じた駆動パラメータの初期値を設定する計測温度テーブルの一例を
示す
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【図６】画像信号の解像度に応じた駆動パラメータの調整量を設定した解像度判定テーブ
ルの一例を示す図である。
【図７】液晶表示装置の表示画面の領域分割の一例を示す図である。
【図８】液晶表示装置の表示画面の領域分割の他の例を示す図である。
【図９】液晶表示装置の表示画面の領域分割のさらに他の例を示す図である。
【図１０】液晶表示装置の表示画面の領域分割のさらに他の例を示す図である。
【図１１】液晶表示装置の表示画面の領域分割のさらに他の例を示す図である。
【図１２】マルチ画像構造による画素の駆動制御を説明するための図である。
【図１３】マルチ画像構造による画素の駆動制御を説明するための他の図である。
【図１４】マルチ画像構造による画素の駆動制御を説明するためのさらに他の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は、本発明による液晶表示装置の構成例を示すブロック図である。本実施形態の液
晶表示装置は、テレビジョン装置として構成されたものである。本発明は、液晶表示装置
、およびこの液晶表示装置を備えたテレビジョン装置として構成することができる。
　液晶表示装置１００は、ＲＧＢＹの４色の副画素（サブピクセル）を４Ｋ２Ｋ相当の解
像度で配列した液晶パネルを用いた画像表示部１８を備え、この画像表示部１８に対して
、疑似的に８Ｋ４Ｋ相当の高解像度の画像を良好な輝度分離性能によって表示可能とする
。
【００２８】
　まずチューナ１から、またはビデオ入力端子２に外部から入力されたアナログＳＤ（St
andard Definition）画像信号は、アナログＳＤ入力切り換えＳＷ（スイッチ）７でいず
れかが選択される。選択された画像信号は、３Ｄ（３次元）ＹＣ分離部１０で色信号と輝
度信号とに分離され、ＡＤ変換部１１でデジタル信号に変換されて色空間変換部１２に入
力される。
　また、ＹＰｂＰｒ端子３に外部から入力されたコンポーネント信号、もしくはＰＣ入力
端子４に外部から入力されたＲＧＢ信号によるアナログＨＤ（High Definition）信号は
、アナログＨＤ入力切り換えＳＷ８にていずれかが選択される。選択された画像信号は、
ＡＤ変換部１１でデジタル信号に変換され、色空間変換部１２に入力される。
　また、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）入力端子５，６に外部から
入力されたデジタル信号は、デジタル入力切り換えＳＷ９で選択され、選択されたデジタ
ル信号が色空間変換部１２に入力される。
【００２９】
　上記のアナログＳＤ信号、アナログＨＤ信号、およびデジタル信号は、それぞれの信号
経路毎に最適化された後、色空間変換部１２で、ＲＧＢ信号を輝度色差信号に色空間変換
する等の色空間変換処理が行われ、画像処理制御部１３に出力される。
　画像処理制御部１３では、色空間変換部１２から出力された画像信号に対して、画質補
正に係る所定の各種信号処理を施し、３色／４色変換部１４に出力する。また画像処理制
御部１３で画像処理された画像信号は、静止画判定部２０と解像度判定部２１に対しても
出力される。
【００３０】
　３色／４色変換部１４では、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３色に対応する画像信号
を、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙ（黄）の４色に対応する画像信号に変換し、４Ｋ駆動回路部１５に出
力する。４Ｋ駆動回路部１５では、４Ｋ２Ｋの入力画像信号に対して、水平方向に解像度
を２倍化する画像信号処理（例えばＲＧＢで１画素、ＢＹＲで１画素を表示させて輝度分
離する信号処理）と、マルチ画素構造による上下サブピクセルの分割駆動により、垂直方
向の解像度を２倍化する画像信号処理を行い、オーバーシュート駆動部１６に出力する。
　また４Ｋ駆動回路部１５では、入力画像信号がＳＤ画像やＦＨＤ（Full High Definiti
on）画像などの低解像度の画像信号の場合には、いわゆる超解像処理などのアップスケー
リングを行って解像度を上げた上で、水平方向および垂直方向の解像度を２倍化する画像
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信号処理を行う。
【００３１】
　一方、画像処理制御部１３から出力された画像信号を入力した静止画判定部２０では、
現在選択されている画像信号の動きの程度を判定し、判定結果をマイコン制御部２２に出
力する。ここでは、画像信号が完全に静止した完全静止画であるか、あるいは動きのある
映像であるかを判定する。動きのある画像の場合、動きの程度をさらに多段階に分けて判
定することができる。動きの程度の判定には、公知の技術を適宜適用することができる。
例えばフレーム間のブロックごとの動きベクトルをブロックマッチング法等を用いて計算
し、その動きベクトルの大きさに応じて、映像の動きの程度を分類することができる。あ
るいは、フレーム内の画素値の累算をフレーム間で比較して、その差分に基づき画像の動
きの状態を判定することができる。このときにフレーム内のブロックごとに画素値の累算
の差分を算出するものであってもよい。
【００３２】
　解像度判定部２１は、現在選択されている画像信号の解像度を判定して、判定結果をマ
イコン制御部２２に出力する。解像度の判定は、アナログＳＤ入力切り換えスイッチ７、
アナログＨＤ入力切換えスイッチ８、もしくはデジタル入力切り換えスイッチ９の動作に
基づき、画像処理制御部１３に入力されている画像信号の種別から判定することができる
。
【００３３】
　マイコン制御部２２が有するテーブル記憶部２４には、静止画判定テーブル及び解像度
判定テーブルが記憶されている。マイコン制御部２２は、静止画判定部２０で判定された
画像の動きの程度と、解像度判定部２１で判定された画像の解像度とに基づいて、静止画
判定テーブルおよび解像度判定テーブルを参照し、現在の視聴環境に最適なオーバーシュ
ート駆動用の駆動パラメータの調整量を取得する。
　また、テーブル記憶部２４には、画像表示部１８の液晶パネル面の温度と、オーバーシ
ュート駆動用の駆動パラメータとの関係を定めた計測温度テーブルが記憶される。マイコ
ン制御部２２は、画像表示部１８の液晶パネル面の温度を計測する温度センサ部２３によ
る計測温度を取得し、計測温度テーブルからその計測温度に応じた駆動パラメータを取得
する。温度センサ部２３は、本発明の温度計測部に相当する。
【００３４】
　そして取得した駆動パラメータに対して、静止画判定テーブルおよび解像度判定テーブ
ルから取得した駆動パラメータの調整量を適用して、オーバーシュート駆動に使用する駆
動パラメータを算出し、オーバーシュート駆動部１６に出力する。オーバーシュート駆動
は、液晶の描画応答性を向上させるために液晶を通常電圧値よりも高い電圧で駆動するも
ので、ＱＳ（Quick Shoot）駆動とも称される。駆動パラメータは、画像信号が示す階調
値に対してオーバーシュートさせた目標階調値に向けて液晶を駆動するためのパラメータ
であり、駆動パラメータが大きいほど、画像信号が示す階調とオーバーシュート駆動によ
る目標階調との差（オーバーシュート量）が大きくなる。
【００３５】
　なお、本発明の１実施形態では、静止画判定部による判定結果のみに基づいて、駆動パ
ラメータの調整量を取得する。また他の実施形態では、静止画判定部２０と解像度判定部
２１による判定結果の両方に基づいて、駆動パラメータの調整量を取得する。各実施形態
の具体的動作は、後述する。
【００３６】
　オーバーシュート駆動部１６では、４Ｋ駆動回路部１５から出力された画像信号を入力
し、マイコン制御部２２から出力されたオーバーシュート用の駆動パラメータに基づき、
入力画像信号の階調にオーバーシュート量を加えた目標階調を示す画像信号を液晶タイミ
ングコントロール部１７に出力する。
　液晶タイミングコントロール部１７では、入力した画像信号を画像表示部１８に表示で
きるフォーマットに変換し、画像表示部１８にて表示出力する。例えば液晶タイミングコ
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ントロール部１７は、画像表示部１８の液晶パネルの画素に画像信号を配分するためのク
ロック信号などを生成し、液晶パネルのデータドライバとゲートドライバに供給すること
で、画像表示部１８では、画像信号に基づく画像が表示される。ここでは、各色画素を垂
直方向に２分割して、分割した各サブピクセルの電圧－透過率特性を異ならせることで、
垂直方向の解像度を向上させる。また、ＬＥＤドライバ１９は、液晶タイミングコントロ
ール部１７による表示制御に従って、画像表示部１８の液晶パネルが有するＬＥＤバック
ライトを点灯制御する。
　本発明の表示制御部は、上記のオーバーシュート駆動部１６およびマイコン制御部２２
が該当する。
【００３７】
（実施形態１）
　本発明に係る実施形態では、入力画像信号が静止画であるか動画であるかを静止画判定
部２０で判定し、入力画像信号が静止画であると判定された場合には、液晶パネルのオー
バーシュート駆動用の駆動パラメータを強くする。これにより１つの色画素を構成する上
下のサブピクセルの輝度の分離性能を向上させ、見た目の垂直解像度を２倍にすることが
可能になる。ここでは水平方向の解像度の向上に加えて、垂直解像度を向上させ、４Ｋ２
Ｋ信号を疑似的に８Ｋ４Ｋの解像度で表示させることができる。
【００３８】
　静止画のときに、オーバーシュート駆動を行うことで、垂直方向の解像度が向上する理
論について説明する。
　図２は、液晶パネルの色画素の点灯の様子を示す図で、説明のために垂直方向の解像度
が向上しない表示例を示している。本実施形態の画像表示部１８が備える液晶パネルは、
４Ｋ２Ｋの画素数を有する構成で、各画素は、ＲＧＢＹの４つの色画素からなっている。
また各色画素は、それぞれ上下に２つのサブピクセルに分割された画素分割構造（マルチ
画素構造）を有している。図２では説明のために画面内のサブピクセル数が１６×６であ
るものとして説明する。
【００３９】
　１つの色画素を構成する２つのサブピクセルのそれぞれに形成された保持容量にＣＳ電
圧を供給し、このＣＳ電圧の振幅を制御することで、明サブピクセルと暗サブピクセルの
透過率を制御する。
　明サブピクセルと暗サブピクセルとの位置は、極性の関係上画像信号のサブフレームご
とに入れ替わる。これらの動作は、図１２～図１４を参照して説明した動作と同様である
。
　図２は、画面上に水平の直線を表示させる様子を示している。図中、３０は、ＲＧＢＹ
のサブピクセルからなる１つの画素（ピクセル）を表している。
　まず図２（Ａ）において、あるサブレームで水平方向の直線を表示させる。この場合、
各色画素を構成する上下のサブピクセルのうち、一方が明サブピクセルであり、他方が暗
サブピクセルになる。また、１画素内では、ＲＧＢＹの明サブピクセルと暗サブピクセル
とは市松状に交互に配置される。
【００４０】
　図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のサブフレームの次のサブフレームを示している。次のサブ
フレームでは、１つの色画素内の明サブピクセルと暗サブピクセルが交代する。従って図
２（Ａ）で明サブピクセルであったサブピクセルが暗くなり、暗サブピクセルであったサ
ブピクセルが明サブピクセルとなって点灯される。
　図２（Ｃ）は、図２（Ａ）と図２（Ｂ）を合成した画像を示す。本実施形態の駆動方法
では、１つのサブピクセルの１フレーム期間の表示輝度は、このサブピクセルを駆動する
２つのサブフレームの表示輝度の平均となる。この例では図２（Ｃ）示すように、各色画
素を構成する上下のサブピクセルが、１フレーム期間（２サブフレーム期間）で同じ輝度
で点灯される。従ってこの例では、垂直方向に４Ｋ相当のサブピクセルに対して、垂直方
向の２つのサブピクセルについて同じ画像が表示され、結果的に垂直方向の解像度が２倍



(10) JP 2016-110005 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

にならず、見た目には垂直方向に２Ｋの画像が表示される。
【００４１】
　図３は、垂直解像度を向上させる表示例を示している。図２と同様の構成において、水
平方向に直線を表示させるものとする。
　まず図３（Ａ）に示すサブフレームでは、１つの色画素内の上下のサブピクセルのうち
、一方側（本例では下側に配置されたサブピクセル）に対して、明サブピクセルとして点
灯されるときに黒となる画像データ（階調値が０の画像データ）を書き込んで表示させる
。これにより下側のサブピクセルは、暗サブピクセルとなっているサブピクセルは暗いま
まであり、明サブピクセルとなっているサブピクセルには、黒が表示されるため、全ての
色画素の下側のサブピクセルが暗くなる。
【００４２】
　図３（Ｂ）に示す次のサブフレームでは、１つの色画素内の明サブピクセルと暗サブピ
クセルが交代する。従って図３（Ａ）で明サブピクセルであったサブピクセルが暗くなり
、暗サブピクセルであったサブピクセルが明サブピクセルとなって点灯される。この場合
にも、各色画素を構成する下側のサブピクセルのうち、明サブピクセルとなるサブピクセ
ルに対しては、黒となる画像データ（階調値が０となる画像データ）を書き込んで表示さ
せる。これにより次のサブフレームにおいても、下側のサブピクセルは全て暗くなる。
【００４３】
　図３（Ａ）と図３（Ｂ）とを合成した１フレーム期間においては、図３（Ｃ）に示すよ
うに、垂直方向に４Ｋ相当の解像度をもつ１本の直線が表示される。水平方向については
、疑似的に８Ｋ解像度が得られるため、疑似的に８Ｋ４Ｋ相当の画像表示が可能となる。
【００４４】
　この場合、直線を表示する１つのサブピクセルに注目すると、１つのサブピクセルは、
サブフレームごとに、暗サブピクセルと明サブピクセルとを交互に繰り返す。このときの
表示階調は、目的とする直線を表示するために、サブフレームに表示させる必要がある階
調と、黒階調との繰り返しになる。例えば、目的とするサブフレームの表示階調が１５０
階調である場合、サブフレームごとに、０階調→１５０階調→０階調→１５０階調・・・
の階調を持った画像データが書き込まれる。つまり、水平方向に静止した直線の画像を表
示するにも関わらず、各サブピクセルの階調は、各サブフレームごとに大きく変動してい
ることになる。
【００４５】
　本実施形態では、入力画像信号の動きの程度を静止画判定部２０で判定し、入力画像信
号が動きのない静止画であると判定された場合には、液晶パネルのオーバーシュート駆動
用の駆動パラメータを動画の場合よりも大きくする。つまり静止画である場合には、各サ
ブピクセルの階調がサブフレームごとに大きく変化しているので、オーバーシュートを強
くかけることが効果的となり、これにより１つの色画素を構成する上下のサブピクセルの
輝度の分離性能を向上させることができる。
【００４６】
　一方、入力画像信号が動画の場合には、オーバーシュートを強くかけすぎると、オーバ
ーシュートが効きすぎて不自然な画像になってしまう。動画の場合には、非点灯時と点灯
時（明サブフレーム時と暗サブフレーム時）とで階調差がそれほど大きくない場合がある
ので、オーバーシュートによって却って表示階調値がずれてしまい、画質を低下させるお
それがある。従って、動画の場合には、静止画の場合よりもオーバーシュート駆動用の駆
動パラメータを小さくして、オーバーシュートの効果を弱める、
　この場合、動画の動きの程度に応じて、さらに駆動パラメータの値を切り換えることが
できる。ここでは画像信号の動きが大きい（動きが速い）ほど、オーバーシュートの駆動
パラメータを大きくして、オーバーシュートを強くかけるようにする。これにより、動き
の程度に応じて最適なオーバーシュート駆動を実行することができる。
【００４７】
　上記の処理を具体的に実現するために、静止画判定テーブルを使用して、現在入力され
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ている入力画像信号の動きの程度に応じて、オーバーシュート駆動用の駆動パラメータを
切り替える。図４は、静止画判定テーブルの一例を示す図である。静止画判定テーブルは
、マイコン制御部２２のテーブル記憶部２４に記憶されている。静止画判定部２０は、入
力画像信号の動きの程度を判定し、その動きの程度に応じたオーバーシュート駆動用の駆
動パラメータの調整量を取得する。動きの程度は、前述したように画像信号から算出した
動きベクトルに基づき判定することができる。この他、画像の画素値の累積値の差分等か
ら判定するものとしてもよい。
【００４８】
　静止画判定テーブルに設定された駆動パラメータの調整量は、初期設定される駆動パラ
メータに対して、さらにオーバーシュート量を変化させる調整量を示している。例えば初
期設定される駆動パラメータに対する駆動パラメータの所定の増加量を示すステップ数が
入力画像信号の動きの状態に応じて記憶される。駆動パラメータの１ＳＴＥＰは、所定の
オーバーシュート量に応じたステップサイズを表現している。駆動パラメータが大きいほ
ど、画像信号が示す階調とオーバーシュート駆動による目標階調との差（オーバーシュー
ト量）が大きくなることを示している。
【００４９】
　上記初期設定される駆動パラメータは、例えば液晶パネル面の計測温度に応じて定めら
れる。液晶の応答速度は温度により変化し、低温になるほど応答速度が遅くなる。そこで
液晶パネル面の温度を温度センサ部２３によって計測し、計測結果に基づいて、例えば低
温ほどオーバーシュート量が大きくなるように駆動パラメータを設定しておく。図５に計
測温度に応じた駆動パラメータの初期値を設定する計測温度テーブルの一例を示す。
　この例では液晶パネルの計測温度が０°Ｃより低い場合は、駆動パラメータは“７”で
あり、計測温度の上昇に応じて駆動パラメータが低下し、５０°Ｃより高い場合は駆動パ
ラメータは“１”とする。
　そして計測温度に応じて決定した初期駆動パラメータに対して、静止画判定テーブルに
設定された駆動パラメータの調整量を適用し、適用後の駆動パラメータにより実際に液晶
パネルを駆動させる。
【００５０】
　図４の例では、静止画判定テーブルには、４段階の動きの程度に応じたオーバーシュー
ト駆動用の駆動パラメータの調整量が設定される。４段階の動きの状態は、フレーム間で
画像の動きがない完全静止画、動きの遅い動画、動きが中程度の動画、動きの速い動画、
に分類される。これら動きの程度に応じて、オーバーシュート駆動用の駆動パラメータの
調整量が設定されている。
【００５１】
　ここでは、入力画像信号が完全静止画の場合には、液晶パネル面の計測温度に基づき決
定した初期駆動パラメータに対して、駆動パラメータを４ＳＴＥＰアップして、最もオー
バーシュート量を大きくする。例えば液晶パネルの計測温度が４５℃であり、初期駆動パ
ラメータが“２”であったとすると、さらに静止画判定結果による駆動パラメータの調整
量“４”を加算して、“６”の駆動パラメータとする。
　静止画の場合、上述のように１つのサブピクセルの階調値がサブフレームごとに大きく
変化するため、オーバーシュート量を大きくすることで画質を改善し、これにより上下の
サブピクセルの分離性能を向上させることができる。
　また、動きの程度が遅い動画では、完全静止画の場合よりも小さい２ＳＴＥＰだけ、初
期駆動パラメータをアップさせる。また、動き程度が中程度の動画、および動きが速い動
画については、液晶パネル面の計測温度に応じて決定された初期駆動パラメータを変化さ
せず（調整量＝０）そのまま使用する。
【００５２】
　なお、液晶パネル面の計測温度に応じて初期駆動パラメータを決定する処理は、本実施
形態に係る必須の構成ではなく、固定値として予め設定された初期駆動パラメータに対し
て、静止画判定結果に基づく駆動パラメータの調整量を適用するものとしてもよい。
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【００５３】
（実施形態２）
　本発明に係る第２の実施形態では、液晶表示装置は、上記の静止画判定に基づくオーバ
ーシュート駆動の駆動パラメータの設定処理に加えて、入力画像信号の解像度に基づく駆
動パラメータの設定処理を実行する。
　図６は、入力画像信号の解像度に応じた駆動パラメータの調整量を設定した解像度判定
テーブルの一例を示す図である。解像度判定テーブルは、マイコン制御部２２のテーブル
記憶部２４に記憶されている。
　ここでは、解像度判定部２１により判定された画像信号の解像度が高いほど、オーバー
シュート量を大きくする。この例では、入力画像信号が８Ｋ解像度の映像であれば、解像
度に関する駆動パラメータの調整量として、最もオーバーシュート量が大きい４ＳＴＥＰ
アップされる。
【００５４】
　８Ｋ４Ｋの解像度の画像信号が入力された場合には、液晶表示装置内で信号処理を行っ
て画像信号の解像度を上げる必要なく、その入力された画像信号がＤＯＴ ＢＹ ＤＯＴで
疑似８Ｋ映像として表示される。８Ｋの画像信号を表示する場合には、超解像処理等のア
ップスケールによる誤差や弊害が少ないため、オーバーシュート量を十分にとって上下の
サブピクセルを確実に分離して表示させることが好ましい。
【００５５】
　４Ｋ２Ｋの解像度の画像信号が入力された場合には、液晶表示装置内で超解像処理等の
アップケールを行って８Ｋ４Ｋ相当の解像度の画像信号が生成される。超解像処理は、液
晶表示装置内にアップスケーラを搭載し、入力映像の解像度を変換して足りない画素を補
間し、このときに高域成分を強調して高精細化を図るものとされる。すなわち、本来低解
像度の画像から足りない画素を新たに生成するものであり、文字や数字等を表示するとき
に、その線の太さがアンバランスになるなどの不具合が発生する場合がある。このため、
４Ｋ２Ｋ解像度の画像信号の場合には、８Ｋ４Ｋ解像度の画像信号が入力した場合よりも
オーバーシュート量を少なくし、上下のサブピクセルの分離を際立てない方がよい。本例
の場合、８Ｋ解像度の画像信号の場合のオーバーシュート駆動用の駆動パラメータの調整
量は、２ＳＴＥＰアップとする。
【００５６】
　さらに、２Ｋ１Ｋ相当のＦＨＤ（Full High Definition）の解像度の画像信号が入力さ
れた場合には、２Ｋ１Ｋ相当の画像を８Ｋ４Ｋ解像度までアップスケーリングする必要が
あり、上記のような画質上の弊害が発生する可能性がさらに高くなる。従って、ＦＨＤの
場合には、４Ｋ２Ｋの画像信号場合よりもさらにオーバーシュート量を小さくして、表示
を行わせる。本例の場合、ＦＨＤの画像信号の場合のオーバーシュート駆動用の駆動パラ
メータの調整量は、１ＳＴＥＰアップとする。
【００５７】
　ＳＤ解像度（最大７２０×４８０画素）の画像信号が入力された場合には、さらに低解
像度の入力画像信号を８Ｋ解像度までアップスケーリングする必要があり、オーバーシュ
ート駆動を行ったときに、サブピクセル分離性能の改善効果よりも、アップスケーリング
による弊害が目立つ可能性がある。従ってオーバーシュート量をさらに小さくするか、あ
るいは、オーバーシュート駆動の駆動パラメータを変更しないで表示を行わせる。本例の
場合、ＳＤの画像信号の場合には、駆動パラメータを変更しない（調整量＝０）ものとす
る。
【００５８】
　上記のように、入力時の画像信号の解像度が大きいほど、アップスケーリングにより生
じる誤差や弊害が少ないため、上下のサブピクセルにおける黒にじみによる画質低下を避
けるためにオーバーシュート量を大きく設定することができる。しかしながら、入力時の
画像信号の解像度が小さくなってくると、アップスケーリングによる誤差や弊害が増加し
てくるため、段階的に駆動パラメータの増加量を少なくし、オーバーシュート量を小さく
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して表示させることが好ましい。
【００５９】
　上記の解像度判定テーブルの設定例は一つの実施例を示すものであり、これに限定され
るものではない。基本的には、８Ｋ解像度の画像信号が入力された場合には、上下のサブ
ピクセルをはっきりと分離する必要があり、ＳＤ解像度の画像信号が入力された場合には
、超解像処理による弊害（例えば文字や数字を表示したときにその線がアンバランスにな
る等）が発生する可能性があり、上下のサブピクセルの分離性能を上げる必要がない。こ
の原則に基づき、入力画像信号の解像度が高いほど、オーバーシュート量が大きくなるよ
うにオーバーシュート駆動用の駆動パラメータを適切に設定する。
【００６０】
　そして本実施形態では、解像度判定テーブルで得られた４ＳＴＥＰの調整量を、そのま
ま初期駆動パラメータに対して適用するのではなく、解像度判定テーブルから得られた駆
動パラメータの調整量と、静止画判定テーブルから得られた駆動パラメータの調整量との
両方を考慮した値を、初期駆動パラメータに適用して、オーバーシュート駆動を実行する
。静止画判定テーブルからの駆動パラメータの取得処理は、実施形態１と同様とする。
　この場合、例えば静止画判定テーブルから得られた駆動パラメータの調整量と、解像度
判定テーブルから得られた駆動パラメータの調整量との平均値をとって、その値を初期駆
動パラメータに適用することができる。あるいは、静止画判定テーブルから得られた駆動
パラメータの調整量と、解像度判定テーブルから得られた駆動パラメータの調整量とに所
定の重み付けを適用し、両者から駆動パラメータの調整量を得て、初期駆動パラメータに
適用してもよい。
【００６１】
　初期駆動パラ―メータは、実施形態１と同様に、温度センサ部２３により計測した液晶
パネル面の計測温度に基づき、計測温度テーブルから取得した駆動パラメータを用いるこ
とができる。この場合も、初期駆動パラメータとして、計測温度テーブルから所得した駆
動パラメータを使用することは必須ではなく、適宜固定値の駆動パラメータを初期駆動パ
ラメータとしてもよい。
【００６２】
　本実施形態では、静止画判定テーブル、および解像度判定テーブルを使用して、現在入
力されている画像信号の動きの程度、および解像度から、オーバーシュート駆動量を定め
る駆動パラメータを切り替えることで、常に最適な画質をユーザに供給することが可能と
なる。
【００６３】
（実施形態３）
　本発明に係る実施形態３では、上記実施形態１における静止画判定処理を、画面内の分
割領域ごとに実行し、その分割領域ごとにオーバーシュート用の駆動パラメータを設定し
て、各分割領域ごとに最適な画質で表示させる。
　画面内の分割は、液晶表示装置の表示モードに応じて設定することができる。例えば、
液晶表示装置では、図７～図１１に示すような形態で画面分割された表示を行う場合があ
る。図７の例は、文字多重放送（テレテキスト）を表示させる場合に表示画面４０を２分
割して、例えば一方の分割領域４１に動画映像を表示し、他方の分割領域４２に文字情報
を表示させる例を示している。また、図８の例では、表示画面４０を複数のマルチ画面（
この例では９つ）に分割し、それぞれの分割領域４３にそれぞれ別の映像を表示させる例
を示している。また、図９～図１１の例では、表示画面４０に動画映像表示中に、ＯＳＤ
（On Screen Display）によりメニュー等を表示させるために画面分割した例を示してい
る。ＯＳＤ表示領域４４は、表示画面４０の周辺にＬ字型で表示されたり（図９）、表示
画面４０の側端部に帯状に表示されたり（図１０）、あるいは画面内に島状に複数表示さ
れたりする（図１１）。
【００６４】
　これらの例で、画面分割されたそれぞれの領域を１つの分割領域とし、静止画判定部２
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度を判定し、マイコン制御部２２に出力する。各分割領域についての静止画判定処理は、
実施形態１と同様に、動きベクトルの値に基づいて判定したり、あるいは画素値の累積値
の差分等から判定する等の手法を採用することができる。
【００６５】
　マイコン制御部２２では、分割領域ごとに判定した動きの程度に基づき、テーブル記憶
部２４に記憶されている静止画判定テーブルに従って、分割領域ごとの駆動パラメータの
調整量を取得する。
　そして第１の実施形態と同様に、取得した駆動パラメータの調整量を液晶パネル面の計
測温度から決定した初期駆動パラメータに適用し、実際のオーバーシュート駆動に使用す
る駆動パラメータを分割領域ごとに算出する。
【００６６】
　また他の例では、実施形態２と同様に、マイコン制御部２２では、静止画判定テーブル
から取得した分割領域ごとの駆動パラ―メータの調整量と、解像度テーブルから取得した
駆動パラメータの調整量との平均値、もしくは所定の重み付けに基づく演算値を使用し、
その値を液晶パネル面の計測温度から決定した初期駆動パラメータに適用して、実際のオ
ーバーシュート駆動に使用する駆動パラメータを分割領域ごとに算出するものとしてもよ
い。
　上記の各例で算出された分割領域ごとの駆動パラメータは、オーバーシュート駆動部１
６に出力され、分割領域ごとの駆動パラメータに基づき画像表示制御が行われる。これに
より、複数の分割領域に動画と静止画が表示される場合など、分割領域間の動きの程度が
異なる場合であっても、それぞれの分割領域ごとに適切な駆動パラメータを設定すること
で、高画質の画面表示を行わせることができる。
【００６７】
　上記の各実施形態で記載されている技術的特徴（構成要件）は、お互いに組み合わせ可
能であり、組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
【符号の説明】
【００６８】
１…チューナ、２…ビデオ入力端子、３…ＹＰｂＰｒ端子、４…ＰＣ入力端子、５…ＨＤ
ＭＩ入力端子、７…アナログＳＤ入力切り換えスイッチ、８…アナログＨＤ入力切り換え
スイッチ、９…デジタル入力切り換えスイッチ、１０…３ＤＹＣ分離部、１１…ＡＤ変換
部、１２…色空間変換部、１３…画像処理制御部、１４…３色／４色変換部、１５…４Ｋ
駆動回路部、１６…オーバーシュート駆動部、１７…液晶タイミングコントロール部、１
８…画像表示部、１９…ＬＥＤドライバ、２０…静止画判定部、２１…解像度判定部、２
２…マイコン制御部、２３…温度センサ部、２４…テーブル記憶部、３０…画素、４０…
表示画面、４１，４２，４３…分割領域、４４…ＯＳＤ表示領域、１００…液晶表示装置
。
                                                                                
    



(15) JP 2016-110005 A 2016.6.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】



(16) JP 2016-110005 A 2016.6.20

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(17) JP 2016-110005 A 2016.6.20

【図１３】

【図１４】



(18) JP 2016-110005 A 2016.6.20

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６６０Ｕ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ    1/1368   　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ    1/133    ５５０　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ    5/66     １０２Ｂ        　　　　　

Ｆターム(参考) 2H192 AA24  BC24  EA53  GD61 
　　　　 　　  2H193 ZA04  ZE01  ZF17 
　　　　 　　  5C006 AA22  AF19  AF45  AF46  BB11  BF15 
　　　　 　　  5C058 AA06  AB02  BA01  BA03  BA07  BA25  BA31 
　　　　 　　  5C080 AA10  BB05  CC03  DD01  JJ01  JJ02  JJ05 



专利名称(译) 液晶显示装置和电视装置

公开(公告)号 JP2016110005A 公开(公告)日 2016-06-20

申请号 JP2014249761 申请日 2014-12-10

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 下田裕紀
木村謙一

发明人 下田 裕紀
木村 謙一

IPC分类号 G09G3/36 G09G3/20 G02F1/1368 G02F1/133 H04N5/66

FI分类号 G09G3/36 G09G3/20.612.U G09G3/20.641.P G09G3/20.660.V G09G3/20.660.W G09G3/20.660.U 
G02F1/1368 G02F1/133.550 H04N5/66.102.B

F-TERM分类号 2H192/AA24 2H192/BC24 2H192/EA53 2H192/GD61 2H193/ZA04 2H193/ZE01 2H193/ZF17 5C006
/AA22 5C006/AF19 5C006/AF45 5C006/AF46 5C006/BB11 5C006/BF15 5C058/AA06 5C058/AB02 
5C058/BA01 5C058/BA03 5C058/BA07 5C058/BA25 5C058/BA31 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080
/CC03 5C080/DD01 5C080/JJ01 5C080/JJ02 5C080/JJ05

代理人(译) 冈田裕之
佐野健一郎

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在使用A的上，下侧子像素由多像素结构作为一个独立的像素，使所述上
部和下部子像素的亮度的分离性能提高无不良影响，如降低图像质量的
液晶显示装置。 一种液晶显示装置100中，布置在单独控制，垂直方向
上的两个子图像的显示灰度相对较暗和一个子像素是用于每个显示帧相
对较亮的子像素通过交替地重复的子像素，所述显示控制单元以执行图
像显示在图像显示单元18（微型计算机控制部22，过冲驱动部16）上，
所述输入图像信号是否是移动或静止图像并且，静止图像确定单元20用
于确定静止图像。显示控制单元判断由所述输入图像信号指示的灰度
值，由所述过冲驱动来显示用于调整目标的灰度之间的差别的调整量，
基于所确定的调整量，实施过冲驱动。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d60658c5-83a7-4cf1-8a3b-68d1f0c422bf
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056124110/publication/JP2016110005A?q=JP2016110005A

